
＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○学校教育との連携による文化の継承と町の活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県 新発田市 上赤谷
し ば た し かみあかだに

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
26.5ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 50％
296万円 共同取組活動 農用地の維持管理 15％

（50％） 農業生産活動等の体制整備 14％
水路・農道の維持管理 9％
役員報酬等 6％
その他（事務費、積立） 6％

協定参加者 農業者 49人、非農業者 小学校1校

２．取組に至る経緯

当集落は、福島県境に近い新発田市の最東端に位置しており、過疎化、高齢化によ

る後継者不足が進行し、耕作放棄地の発生が懸念されていた。

そこで、当制度を契機に、集落一体となって支えあい、農用地の保全や水路・農道

の維持管理をはじめ、農作業の共同化による農業生産体制の整備や地元小学校との連

携に取り組むことで集落の活性化を図っていくこととした。

３．取組の内容

地元の小学校と連携して、学校田での稲作指導だけでなく、わら細工や郷土料理等

の指導を通じた地域文化の伝承を図っている。また、環境について学ぶ授業の一環と

して、集落と小学校が連携してビオトープの整備を行い、自然生態系の保全を図りホ

タルの生息数を増やすことなどに取り組んでいる。

農業生産体制の整備については、農用地の保全や水路・農道の維持管理をはじめ、

。防除作業にも共同で取り組み、集落が一体となって支えあう体制づくりを進めている

また、 年の歴史を持つ集落の伝統行事「どんづきまつり」や集落内の花壇を整備700
する活動等にも助成を行い、地域の活性化を図っている。

苗の手植えに挑戦 歴史あるどんづきまつり



［集落の将来像]
○高齢化してきた農家を農作業の受託組織により支えていく。
○併せて、都市部の消費者や集落外からの移住者と連携・交流し、棚田保全や遊休農地の発生防止と復
旧を図るとともに、猿の食被害を回避できる作物の導入を含めて特産品の開発と販売に取り組む。

［将来像を実現するための活動目標]
○農作業の共同化による農業生産体制の整備
○小学校との連携によりビオトープを整備し自然生態系の保全を図るとともに、郷土料理やわら細工
の活動を通じて、地域文化の伝承を図る。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（田26.5ha） ・カメムシ防除作業を10ha（年2回）

(38％) 実施 、目標 2.7ha
共同取組活動・個別対応 共同取組活動・個別対応

共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け
・水路10.9km、草刈り年2回 ・そばの作付け 0.1 自然生態系の保全に関する（ ）ha
定期的な点検・見回り ・フラワーロード整備 学校教育等との連携

・道路9.0km、年草刈り2回
定期的な点検・見回り 共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

集落の将来を担う児童が、農作業体験や郷土料理の伝承、自然環境の保全などを通

じて、自分たちが暮らす地域の魅力を再発見、再認識して愛着を深めることにもつな

がっている。

今後は、集落外からの観光客や移住者なども呼び込めるように、赤谷の魅力を広く

発信するとともに、そばのオーナー制度なども進め、集落の活性化につなげたい。

［平成21年度までの主な成果］
・機械・農作業の共同化により、営農の効率化・低コスト化が図られた（当初0ha、目標2.7ha、H21実績10ha）
・児童達との交流が楽しみの一つとなった（稲作指導等の学校行事に参加：年5回くらい）
・農地法面や水路、農道の補修が進んだ（7割程度補修済み）
・話合う機会が増え、集落の結びつきが強くなった（総会や取決め事項があるとき）


